
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年５月29日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第69号 

   鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則等の一部を改正する規則 

 （鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正） 

第１条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成15年岩手県規則第25号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施

行細則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律（平成14年法律第88号。以下「法」という。）及び鳥獣の

保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成14年環境

省令第28号。以下「省令」という。）の実施に関し必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律（平成14年法律第88号。以下「法」という。）

及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施

行規則（平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。）

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請） （対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請） 

第２条の２ ［略］ 第２条の２ ［略］ 

 （国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の確認の申請） 

 第２条の３ 法第14条の２第５項の確認を受けようとする国の

機関は、別に定める様式による国の機関による指定管理鳥獣

捕獲等事業確認申請書を提出しなければならない。 

 （夜間銃猟の確認の申請） 

 第２条の４ 法第14条の２第８項第２号の確認を受けようとす

る認定鳥獣捕獲等事業者は、別に定める様式による夜間銃猟

確認申請書を提出しなければならない。 

 （指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証の交付の申請） 

 第２条の５ 法第14条の２第９項の規定により読み替えて適用

する法第９条第８項の申請は、別に定める様式による指定管

理鳥獣捕獲等事業従事者証交付申請書により行わなければな

らない。 

（狩猟免状等の住所等変更の届出） （狩猟免状等の住所等変更の届出） 

第３条 法第46条第１項若しくは第61条第４項又は省令第７条

第11項若しくは第12項、第11条の２第９項、第15条第６項、

第20条第５項、第24条第５項若しくは第42条第５項の届出は

、別に定める様式による狩猟免状等住所等変更届により行わ

なければならない。 

第３条 法第18条の７第３項、第46条第１項若しくは第61条第

４項又は省令第７条第11項若しくは第12項、第11条の２第９

項、第13条の９第５項若しくは第６項、第15条第６項、第19

条の９第５項、第20条第５項、第24条第５項、第42条第５項

若しくは第46条の２第５項の届出は、別に定める様式による

狩猟免状等住所等変更届により行わなければならない。 

（狩猟免状等の亡失の届出及び再交付の申請） （狩猟免状等の亡失の届出及び再交付の申請） 

第４条 省令第７条第13項若しくは第14項、第11条の２第10項

、第15条第７項、第20条第６項、第24条第６項、第42条第６

第４条 省令第７条第13項若しくは第14項、第11条の２第10項

、第13条の９第７項、第15条第７項、第19条の９第６項、第



項、第50条若しくは第65条第10項の届出又は法第９条第９項

、第15条第７項、第19条第６項、第24条第６項、第35条第８

項、第46条第２項若しくは第61条第５項若しくは省令第11条

の２第７項の申請は、別に定める様式による狩猟免状等亡失

届・狩猟免状等再交付申請書により行わなければならない。 

20条第６項、第24条第６項、第42条第６項、第46条の２第６

項、第50条若しくは第65条第10項の届出又は法第９条第９項

（法第14条の２第９項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）、第15条第７項、第19条第６項、第24条第６項、

第35条第８項、第38条の２第７項、第46条第２項若しくは第

61条第５項若しくは省令第11条の２第７項若しくは第19条の

９第４項の申請は、別に定める様式による狩猟免状等亡失届

・狩猟免状等再交付申請書により行わなければならない。 

 （指定猟法禁止区域内の指定猟法の許可の申請）  （指定猟法禁止区域内の指定猟法の許可の申請） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

  （鳥獣捕獲等事業認定申請書） 

 第５条の２ 法第18条の３第１項の申請書は、別に定める様式

による鳥獣捕獲等事業認定申請書によらなければならない。 

 （鳥獣捕獲等事業変更認定申請書） 

 第５条の３ 法第18条の７第２項において準用する法第18条の

３第１項の申請書は、別に定める様式による鳥獣捕獲等事業

変更認定申請書によらなければならない。 

 （認定鳥獣捕獲等事業の廃止の届出） 

 第５条の４ 法第18条の７第４項の届出は、別に定める様式に

よる認定鳥獣捕獲等事業廃止届出書により行わなければなら

ない。 

 （鳥獣捕獲等事業の有効期間の更新の申請） 

 第５条の５ 法第18条の８第３項の申請は、別に定める様式に

よる鳥獣捕獲等事業認定有効期間更新申請書により行わなけ

ればならない。 

 （特定猟具使用制限区域内の承認対象捕獲等の承認の申請）  （特定猟具使用制限区域内の承認対象捕獲等の承認の申請） 

第11条 ［略］ 第11条 ［略］ 

 （住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請） 

 第11条の２ 法第38条の２第２項の申請は、別に定める様式に

よる住居集合地域等麻酔銃猟許可申請書により行わなければ

ならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （県立自然公園条例施行規則の一部改正） 

第２条 県立自然公園条例施行規則（昭和34年岩手県規則第39号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（特別地域内における許可又は届出を要しない行為） （特別地域内における許可又は届出を要しない行為） 

第５条 条例第10条第８項第４号に規定する行為は、次に掲げ

るものとする。 

第５条 条例第10条第８項第４号に規定する行為は、次に掲げ

るものとする。 

(１)～(38) ［略］ (１)～(38) ［略］ 

(39) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年 (39) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律



法律第88号）第９条第１項の規定による環境大臣の許可に

係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採

取し、若しくは損傷すること。 

（平成14年法律第88号）第９条第１項の規定による環境大

臣の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれ

らの卵を採取し、若しくは損傷すること。 

(40) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第９条第１

項の規定による知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは

殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること

。 

(40) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

第９条第１項の規定による知事の許可に係る鳥獣を捕獲し

、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損

傷すること。 

(41)～(97) ［略］ (41)～(97) ［略］ 

(98) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第１

項に基づき知事が指定する鳥獣保護地区内において、同法

第28条の２第１項又は第４項に規定する保全事業として鳥

獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、

若しくは損傷すること。 

(98) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

第28条第１項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区内

において、同法第28条の２第１項又は第４項に規定する保

全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれら

の卵を採取し、若しくは損傷すること。 

(99)～(109) ［略］ (99)～(109) ［略］ 

(110) 県立自然公園の区域のうち鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律第28条第１項の規定に基づき知事が指定

する鳥獣保護区（以下「都道府県指定鳥獣保護区」という

。）内において、同法第28条の２第１項の規定により県が

行う保全事業又は同条第４項の規定により知事に協議し、

その同意を得た保全事業として木竹を損傷すること。 

(110) 県立自然公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律第28条第１項の規定に基づき

知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の２第

１項の規定により県が行う保全事業又は同条第４項の規定

により知事に協議し、その同意を得た保全事業として木竹

を損傷すること。 

(111)～(121) ［略］ (111)～(121) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県環境影響評価条例施行規則の一部改正） 

第３条 岩手県環境影響評価条例施行規則（平成11年岩手県規則第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係） 

  ［略］    ［略］  

 備考１ 「特別地域」とは、次に掲げる地域等をいう。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（

平成14年法律第88号）第28条第１項の規定に基づ

き指定された鳥獣保護区の区域のうち同法第29条

第１項の規定に基づき指定された特別保護地区 

 

(４)・(５) ［略］ 

   ２・３ ［略］ 

 備考１ 「特別地域」とは、次に掲げる地域等をいう。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律（平成14年法律第88号）第28条第１項の

規定に基づき指定された鳥獣保護区の区域のうち

同法第29条第１項の規定に基づき指定された特別

保護地区 

(４)・(５) ［略］ 

   ２・３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県知事部局行政組織規則の一部改正） 

第４条 岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手県規則第46号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 



 （環境生活部の分課及びその分掌事務） （環境生活部の分課及びその分掌事務） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 自然保護課の分掌事務は、次のとおりとする。 ５ 自然保護課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 野生生物担当の分掌事務  野生生物担当の分掌事務 

 (１) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。  (１) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。 

 (２) ［略］   (２) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

６～８ ［略］ ６～８ ［略］ 

別表第２ 別表第２ 

 １ ［略］  １ ［略］ 

２ 広域振興局保健福祉環境部及び保健福祉環境部保健福祉

環境センターの分掌事務（第23条関係） 

２ 広域振興局保健福祉環境部及び保健福祉環境部保健福祉

環境センターの分掌事務（第23条関係） 

 

分掌事務 

分掌の区分 

備 考 

  

分掌事務 

分掌の区分 

備 考 

 

 

保健福祉環

境部 

保健福祉環

境部保健福

祉環境セン

ター 

  

保健福祉環

境部 

保健福祉環

境部保健福

祉環境セン

ター 

 

  ［略］       ［略］     

 31 鳥獣の保

護及び狩猟

に関するこ

と。 

 ［略］    31 鳥獣の保

護及び管理

並びに狩猟

に関するこ

と。 

 ［略］   

  ［略］      ［略］    

 ［略］  ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

別表第11 附属機関（第77条関係） 別表第11 附属機関（第77条関係） 

 法律又はこれに基づく政令によるもの  法律又はこれに基づく政令によるもの 

 名 称 所掌事務   名 称 所掌事務  

  ［略］     ［略］   

 岩手県環境審

議会 

環境基本法（平成５年法律第91号）第

43条第１項及び水質汚濁防止法（昭和45

年法律第138号）第21条第１項の規定に

よる環境の保全に関する基本的事項、自

然環境保全法（昭和47年法律第85号）第

51条第２項の規定による温泉法（昭和23

年法律第125号）及び鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律（平成14年法律

第88号）の規定によりその権限に属させ 

  岩手県環境審

議会 

環境基本法（平成５年法律第91号）第

43条第１項及び水質汚濁防止法（昭和45

年法律第138号）第21条第１項の規定に

よる環境の保全に関する基本的事項、自

然環境保全法（昭和47年法律第85号）第

51条第２項の規定による温泉法（昭和23

年法律第125号）及び鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律（平

成14年法律第88号）の規定によりその権 

 



  られた事項並びに自然環境の保全に関す

る重要事項の調査審議等に関すること。 

   限に属させられた事項並びに自然環境の

保全に関する重要事項の調査審議等に関

すること。 

 

  ［略］     ［略］   

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （住民基本台帳法施行細則の一部改正） 

第５条 住民基本台帳法施行細則（平成14年岩手県規則第85号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（条例別表第２の規則で定める事務） 

第７条 ［略］ 

（条例別表第２の規則で定める事務） 

第７条 ［略］ 

２～14 ［略］ ２～14 ［略］ 

15 条例別表第２第15号の規則で定める事務は、次のとおりと

する。 

15 条例別表第２第15号の規則で定める事務は、次のとおりと

する。 

(１) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年

法律第88号）第46条第１項の届出に係る住所又は氏名の変

更の事実の確認 

(１) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

（平成14年法律第88号）第46条第１項の届出に係る住所又

は氏名の変更の事実の確認 

(２) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第61条第４

項の届出に係る住所又は氏名の変更の事実の確認 

(２) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

第61条第４項の届出に係る住所又は氏名の変更の事実の確

認 

(３) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（

平成14年環境省令第28号）第７条第11項又は第12項の届出

に係る住所又は氏名の変更の事実の確認 

(３) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

施行規則（平成14年環境省令第28号）第７条第11項又は第

12項の届出に係る住所又は氏名の変更の事実の確認 

(４) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第

11条の２第９項の届出に係る住所又は氏名の変更の事実の

確認 

(４) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

施行規則第11条の２第９項の届出に係る住所又は氏名の変

更の事実の確認 

(５) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第

15条第６項の届出に係る住所又は氏名の変更の事実の確認 

(５) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

施行規則第15条第６項の届出に係る住所又は氏名の変更の

事実の確認 

(６) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第

20条第５項の届出に係る住所又は氏名の変更の事実の確認 

(６) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

施行規則第20条第５項の届出に係る住所又は氏名の変更の

事実の確認 

(７) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第

24条第５項の届出に係る住所又は氏名の変更の事実の確認 

(７) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

施行規則第24条第５項の届出に係る住所又は氏名の変更の

事実の確認 

(８) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第

42条第５項の届出に係る住所又は氏名の変更の事実の確認 

(８) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

施行規則第42条第５項の届出に係る住所又は氏名の変更の

事実の確認 

16～31 ［略］ 16～31 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 



１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に規定する別に定める様式は、

この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。 
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